
議案第１３０号 

さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

例を次のように定める。

令和４年９月７日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正す

る条例

さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１３年さいた

ま市条例第２７７号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（給与の種類及び決定の基準） （給与の種類及び決定の基準） 

第２条 水道局企業職員で常時勤務を要するもの及

び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占

めるもの（以下「職員」という。）の給与の種類

は、給料及び手当とする。 

第２条 水道局企業職員で常時勤務を要するもの及

び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占

めるもの（以下「職員」という。）の給与の種類

は、給料及び手当とする。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

（通勤手当） （通勤手当） 

第８条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下こ

の号及び第３号において「交通機関等」という。

）を利用してその運賃又は料金（以下この号及

び第３号において「運賃等」という。）を負担

することを常例とする職員（交通機関等を利用

しなければ通勤することが著しく困難である職

員以外の職員であって、交通機関等を利用しな

いで徒歩により通勤するものとした場合の通勤

距離が片道２キロメートル未満であるもの及び

第８条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

⑴ 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「

交通機関等」という。）を利用してその運賃又

は料金（以下「運賃等」という。）を負担する

ことを常例とする職員（交通機関等を利用しな

ければ通勤することが著しく困難である職員以

外の職員であって、交通機関等を利用しないで

徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離

が片道２キロメートル未満であるもの及び第３

号に掲げる職員を除く。） 



第３号に掲げる職員を除く。） 

⑵ 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理

者が別に定めるもの（以下この号及び次号にお

いて「自動車等」という。）を使用することを

常例とする職員（自動車等を使用しなければ通

勤することが著しく困難である職員以外の職員

であって、自動車等を使用しないで徒歩により

通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キ

ロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職

員を除く。） 

⑶ ［略］ 

⑵ 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理

者が別に定めるもの（以下「自動車等」という。

）を使用することを常例とする職員（自動車等

を使用しなければ通勤することが著しく困難で

ある職員以外の職員であって、自動車等を使用

しないで徒歩により通勤するものとした場合の

通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの

及び次号に掲げる職員を除く。） 

⑶ ［略］ 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第１５条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日に

それぞれ在職する職員に対して、当該職員の勤務

期間及び勤務成績に応じて支給する。 

第１５条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日に

それぞれ在職する職員に対して、その者の勤務期

間及び勤務成績に応じて支給する。 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除

外） 

（再任用職員についての適用除外） 

第２３条 第５条、第７条及び第１６条の規定は、

地方公務員法第２２条の４第１項の規定により採

用された職員には適用しない。 

第２３条 第５条、第７条及び第１６条の規定は、

地方公務員法第２８条の４第１項若しくは第２８

条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第

２項の規定により採用された職員には適用しない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１３年５月１日から施行する。

（６０歳に達した日後における最初の４月１日以

後の職員の給与の特例）

２ 職員（さいたま市職員の給与に関する条例（平

成１３年さいたま市条例第４２号）附則第３３項

に掲げる職員を除く。）が６０歳に達した日後に

おける最初の４月１日以後、当該職員に適用され

る給料については、同条例附則第３２項の例によ

り、管理者が別に定める。

附 則 

この条例は、平成１３年５月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

 （定年退職者等の再任用に係る経過措置）

２ さいたま市水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第５条、第７条及

び第１６条の規定は、暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和

３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第

２項の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。）には適用しない。



３ 前項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、水道事業管理者

が定める。


